
 2024年度事業計画

I.　公益財団事業計画と予算の議決及び事業報告と決算の承認等

執行
担当

定款 執行内容（定款条文の要点抜粋と関連重要事項）
準備
担当 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月

評
　
議
　
員
　
会

 16 条
 17 条

第16条（権限）
　(1)理事及び監事の選任又は解任　(2)理事及び監事の報酬
　等の額　(3)賃借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算
　書）の承認　(4)定款の変更　(5)残余財産の処分　(6)基本
　財産の処分又は除外の承認　(7)その他評議員会で決議する
　ものとして法令又はこの定款で定められた事項
第17条 （開催）
　評議員会は、定時評議員会として毎年度 6 月に 1 回開催す
　るほか、必要がある場合に開催する。

総
　
務
　
局

理
　
事
　
会

  8 条
　9 条
 31 条

理事会の承認事項
第8条　(1)事業計画書、(2)収支予算書、(3)資金調達、
       (4)設備投資見込み
第9条　(1)事業報告　(2)事業報告の附属説明書　(3)貸借
　　　　対照表　(4)損益計算書（正味財産増減計算書）
　　　 (5)貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）
　　　　の附属説明書　(6)財産目録
理事会の職務
第31条 (1)この法人の業務執行の決定　(2)理事の職務の執行
　　　  の監督　(3)理事長、副理事長、及び常務理事の選定
        及び解職

総
　
務
　
局

　　

常
　
務
　
理
　
事
　
会

 24 条
 1～3項

常務理事は理事会の議決に基づき日常の事務に従事する。
常務理事は理事会の承認に基づく下記事業計画の推進に
務める。
重要事項
1. 機関誌 腸内細菌学雑誌の発行・配布及び英文合同誌 
   Bioscience of Microbiota, Food and Healthの 編集協力
2. 期待される機関誌にするための諸施策への取組み
3 ホームページの改訂・充実
4. 腸内細菌学会の準備・開催
5. JBF研究奨励賞の選考及び授与 
6. 企画総務国際委員会の審議に基づき、財団の将来的な方向性
に
   関する検討
7. その他財団の運営に関する事項の決定

総
　
務
　
局
　
・
　
各
　
委
　
員
　
会

第 1 回理事会

左記 9 条の(1)
～(6)項の審議、
承認

第 3 回理事会
1. 当年度事業経過及び

財政状況の報告
2. 左記 8 条の次年度に

関する(1)～(4)項の審議、
承認

第 1 回常務理事会

1. 前年度事業，収支決算確認
2. 第28回腸内細菌学会準備確認

第 2 回常務理事会
1. 腸内細菌学会総括
2. 事業遂行予定討議

第 3 回常務理事会
1. 事業遂行状況確認
2. 財務状況確認
3. 当年度決算見込み確認

第 4 回常務理事会
1. 次年度事業，予算素案討議
2. 財務状況確認

第 5 回常務理事会
1. 次年度事業，予算修正案討議

第 6 回常務理事会
1. 次年度事業計画，予算案決定
2. 当年度事業遂行状況確認

定時評議員会
1. 左記の第 16 条に記載の (1)～(7)

項に関しての審議、承認。

第 2 回理事会

1. 当年度事業経過の報告



 2024年度事業計画

II.　事業計画－ 1

執行
担当 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

編
　
集
　
委
　
員
　
会

情
報
広
報
委
員
会

2）情報提供事業
(1) ホームページの見直しと充実を進め、アクセス数の拡大を進める。
(2)“用語集”や“よくある質問”など情報提供内容の充実、整理（用語集のコ
ンテンツ作成など）を行い，項目を増やすことにより、財団事業に関連する学
術的な情報を充実する。
(3)年2回の定例情報委員会と、委員会のメールによる情報交換により、ホーム
ページの定期的な情報更新と迅速な対応を行う。
(4)メーリングリストにより，随時当学会に関連する学術情報発信を会員向けに
行い、必要があれば臨時の情報委員会を招集し対応する。

事　業　計　画　内　容

1. 出版・情報提供事業
　国内外の腸内細菌学研究の展開は目を見張るものがあり、主要な細菌のゲノ
ム解析は一段落し、プロテオーム、メタボロームといった解析へと急速に進ん
でいる。また、腸内細菌叢の持つ機能は既に一般の人々にも浸透してきてお
り、この分野の研究成果に対する期待は高く、より高度な専門性と学際性が要
求されている。このような観点から、当財団は和文誌「腸内細菌学雑誌」を刊
行し、英文誌「Bioscience of Microbiota, Food and Health」の編集に協力し
ている。
以下、今年度の計画案を示す。
1）「腸内細菌学雑誌」の発行
　本誌は、原著、総説、研究室紹介、特許情報などを掲載してきた。今年度も
ワーキンググループによる更なる内容の精査・検討を重ね、より魅力的な内容
をもった機関誌として発展させていく方針である。なお、総説では、2023年度
（38巻1号）から開始した企画として「腸内細菌研究における動物実験代替法の
現状」の特集を2024年度も継続する予定である。
2）“Bioscience of Microbiota, Food and Health”（BMFH)の編集協力
　BMFHは腸内細菌学会、日本乳酸菌学会および日本食品免疫学会の三団体合同
機関誌として発足した。2019年にImpact Factor（2.488)の取得を行い、その後
順調に投稿数を増やしている。2023年度はIF3.100の評価を得たが、引き続きIF
の維持・向上に努力する。
　本誌の発行には上記三団体が共同で設立した「BMFH出版会」があたる。当財
団編集委員会は当財団から選出されたBMFH誌編集委員と協力して、質の高い原
著や総説の掲載とその原稿の確保に努力する。

英文誌
34巻

2号配布

英文誌
34巻

3号配布

英文誌
34巻

4号配布

英文誌
35巻

1号配布

編 集
委員会

情報広報
委員会

編 集
委員会

編 集
委員会

編 集
委員会

和文誌
29巻

3号発行

和文誌
29巻

4号発行

和文誌
30巻

1号発行
配布

英文誌
43巻

2号発行
の協力

英文誌
43巻

3号発行

英文誌
43巻

4号発行
の協力

英文誌
44巻

1号発行

の協力

編 集
委員会

編 集
委員会

編 集
委員会

編 集
委員会

和文誌
38巻

3号発行
配布

和文誌
38巻

4号発行
配布

和文誌
39巻

1号発行
配布

情報広報
委員会

和文誌

38巻

2号発行

配布
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II.　事業計画－ 2

執行
担当 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

倫
理

委
員
会

事　業　計　画　内　容

学
　
術
　
委
　
員
　
会

1．当財団倫理規程に則り、利益相反、研究結果の公表規範に関する規定の遵守
について検討し、必要な対応をおこなう。

1. 学術集会事業
1)学会の開催
当財団事業の目的は宿主と微生物との関係に関する研究の学際的な取組みを産
学が協同して支援することにある。本事業は機関誌の発行と並んで当財団の重
要事業である。
(1) 本年度の第28回腸内細菌学会学術集会開催要項
日時：2024年6月25日（火）・26日（水）
会場：タワーホール船堀（現地開催予定）
大会長：藤田史朗（日清ファルマ(株)）
メインテーマ：
『腸内環境研究が拓く健康社会 -最新研究の動向と社会実装に向けた取組み-』
構成：
・理事長講演：清野　宏（千葉大学/カリフォルニア大学サンディエゴ校）
・特別講演：寺内　淳（JMBC/メタジェンセラピューティクス(株)）
・海外教育講演：Maria Gloria Dominguez Bello（Rutgers University,USA）
・海外特別講演：Martin J Blaser（Rutgers University,USA）
・シンポジウム1『腸内環境研究の最前線』
  　木村　郁夫（京都大学大学院生命科学研究科）
　　山崎　思乃（関西大学化学生命工学部）
　　中村　公則（北海道大学大学院先端生命科学研究院）
　　原　  英二（大阪大学微生物病研究所）
　　永田　尚義（東京医科大学消化器内視鏡学分野）
・シンポジウム2『医・食領域での社会実装化に向けた取組み』
　　金　  倫基（慶應義塾大学薬学部創薬研究センター）
　　森藤　雅史（（株）明治 乳酸菌研究所）
　　松田  一乗（（株）ヤクルト本社中央研究所）
　　高橋  志達（ミヤリサン製薬（株）研究開発本部）
　　阿部  文明（森永乳業（株）研究本部）

・腸内細菌学会研究奨励賞受賞講演
　　1_(基礎部門) 竹内　直志（スタンフォード大学医学部）
　　2_(基礎部門) 河本  新平（大阪大学微生物病研究所）
　　3_(臨床・応用部門)冨永　顕太郎（新潟大学医歯学総合病院消化器内科）　
　
・市民公開講座  6月25日（火）
　　『腸内細菌の光と影：病気との関わり』
　　   神谷　茂（杏林大学）
　　　大草　敏史（順天堂大学）
・若手ワークショップ（若手あるいは萌芽的研究:11題程度、口頭発表+ポスター発
表） 
・ワークショップ（一般)（11題程度、口頭発表）
　※若手ワークショップより最優秀発表賞（原則1名）を選定し表彰
・情報交換会（予定）
・閉会の辞  次年度大会長（新藏礼子・東京大学）

学術委員会Ⅱ
翌年度学会

特別講演者
シンポジスト

一般演題募集要領
など決定

原則年1回開催

学術委員会Ⅱ
●2021年学術集会 特別
講演者、シンポジスト決

定
 一般演題募集要領
 座長等、当日の役割

分担の決定
 開催案内パンフ内容

の決定と発送

学術委員会III

 2025年学術集会一
般講演プログラムと
座長の決定

 準備状況確認

2023年度
学術集会開催

6月27日, 28日

学術委員会Ⅱ
翌年度学会

特別講演者
シンポジスト

一般演題募集要領
など決定

学術委員会 I

 2023年度学術集会
の総括

 2024年度学会大会
長の学術集会構想
の提案（大会会場・
日時・テーマ・特別講
演・シンポジウム案な
ど）

 2023年度の大会長
の紹介

学術委員会Ⅱ

●2024年学術集会 特別

講演者、シンポジスト決

定

 一般演題募集要領

 座長等、当日の役割

分担の決定

 開催案内パンフ内容
の決定と発送

学術委員会Ⅱ
翌年度学会

特別講演者
シンポジスト

一般演題募集要領
など決定

学術委員会Ⅱ
●2021年学術集会 特別
講演者、シンポジスト決

定
 一般演題募集要領
 座長等、当日の役割

分担の決定
 開催案内パンフ内容

の決定と発送

2024年度
28回学術集会開催

6月25日, 26日

学術委員会Ⅱ
翌年度学会

特別講演者
シンポジスト

一般演題募集要領
など決定

学術委員会 I

 2024年度学術集会
の総括

 2025年度学術集会
大会長の紹介

 2025年度大会長の
学術集会構想の提
案（開催形式・会場・
日時・テーマ・特別講
演・シンポジウム案な
ど）

学術委員会Ⅱ

●2025年学術集会 特別

講演者、シンポジスト決

定

 一般演題募集要領

 座長等、当日の役割

分担の決定
 開催案内パンフ内容

の決定と発送
 2026年度の大会長候

補の検討
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II.　事業計画－ 3

執行
担当 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

選
　
考
　
委
　
員
　
会
／

　
企
画
総
務
国
際
委
員
会
／

　
総
　
務
　
局

推
　
薦
　
委
　
員
　
会
／
常
　
務
　
理
　
事
　
会

3) 出版物、映画、DVD 等の推薦
　プロバイオティクス、プレバイオティクス、バイオジェニックスおよび腸内
菌叢などの生体に及ぼす影響、あるいは生体防御機能に関する紹介を含む啓発
的出版物、映画、DVD 等で当財団が行う事業の趣旨に沿い、かつ偏向がなく、
科学的な評価に耐え得る内容の作品であって、当財団の推薦を受けたい旨の申
し出でがあった場合、所定の手続きを経た作品については財団として推薦す
る。
　本推薦の事業は公益事業の一つと位置づけて取り組む。推薦は公平性を期
し、推薦の要望がある課題ごとに常務理事会で議論し結論に基づき、理事長が
その旨を要望者に報告する。

2) 公益財団法人発足第11年度－研究の趨勢に応じた事業の強化発展策の検討
　本委員会は財団の継続発展の観点から、その運営の改善及び既存事業の見直
し、さらには国際化対応を含めた新規事業計画の立案等を行い、常務理事会に
提案することが主業務になっている。2021年度より検討を続けてきた当財団の
Diversity進展、ジェンダーバランスの改善、さらに世代交代について、2022年
度に「役員の世代交代を目的とした任期制、定年制の導入（新規則）」、さら
に「歴年の財団運営貢献者に対する顕彰制度の創設（会員規程の改訂）」を提
案し決定したことに基づき、2023年度は、2024年度任期満了となる常務理事及
び新規常務理事候補者（女性を含む）の検討を行い、理事会に提案し了承され
た。また、会員規程の改訂（名誉会員、功労会員）の具体化策として、2023年
度に総務局にて候補者を検討し、いずれも2024年度決定に結びつける。

3. その他事業
1)腸内細菌学会研究奨励賞候補者の募集
　研究振興の一環として腸内細菌学会研究奨励賞を該当者に授与し、当該研究
領域の発展を促す一助とする。1999 年に創設し、2023年までに51名に授与して
いる。近年応募も順調に推移しておりその傾向が今後も継続するように本賞に
対する周知度向上を図る。公募方法の見直し等を含めて検討を続け、昨年度よ
り「基礎部門」と「臨床・応用部門」についての募集を行い、より広い分野の
研究者からの応募を求めることとした。本事業は当財団の重要な公益事業の一
つと位置づけている。

事　業　計　画　内　容

第24回腸内細菌学会
で2019年度の受賞者
（1名）を表彰

2020年度

選考委員会

第28回腸内細菌学会
で2023年度の受賞者
（3名）表彰と受賞講演

2024年度

選考委員会

常務理事会

審議決定、 選考結

果アナウンス

2024年度
候補者募集要項の

アナウンス

理事会、評議員会

常務理事会
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III.　事業補強計画

執行
担当 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

　

  

1. 財団事業の普及・発展による公益性の向上
　食品と免疫、腸内菌叢と免疫、この二つの主要課題への関心は高く、いずれ
も宿主の免疫機構を介した健康の増進あるいはその回復、維持に関わるもので
あり、それぞれの研究成果は共通し、あるいは相補うものである。それらは
「宿主と微生物との共生」というコンセプトに基づく研究領域へと拡大し、関
係の研究者は広範囲に及んでいる。それは栄養学、免疫学、細菌学などといっ
た個別的な範囲内での考察を超え、多領域からの関心が寄せられるライフサイ
エンスという共通の視点で語られるようになり、統合的にハイブリッドサイエ
ンスとも言える。当財団が設立の当初から堅持してきた学際的且つ産学共同で
事業に取り組むという運営上の基本方針を認識し、主要事業を通じて関係情報
発信の活発化と成果発表の場の提供の拡大を図り、関係大学、研究機関、企業
の研究者の関心を高め、財団事業の公益性向上に努めていく。

2.財団支援体制の強化
1)特別会員、団体会員、個人会員増対策 
　当財団の事業活動はそれに賛同し、協力いただいてきた会員各位からの支援
によって支えられてきた。これは今後の財団事業の継続においても欠かせない
重要な支援である。それに十分に応え得る事業内容であるように充実を図る。
また、新規会員の獲得などによる支援を広く行う必要があり、そのための施策
を行う。
2)名誉会員・功労会員候補の選定／推薦
　会員規程第2条の定めに基づき、当財団運営並びに腸内細菌研究に対して格別
の貢献、功労があると認められる会員・非会員について、名誉会員・功労会員
候補の選定および理事会に対する推薦を積極的かつ適正に行っていく。
　

3. DVD「共生のはじまり」の有効活用
3-1) 教育施設への貸し出しと関連の講演
　要請により、財団設立30周年記念DVD作品「共生のはじまり」の教育施設への
貸し出しを行う。
3-2）DVDの贈呈・寄贈
　特別会員新規加入企業に寄贈する。
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4.知的財産権の継続的確保
　2018年度第3回企画総務委員会にて提言、採択された「財団の将来と方向性」
においては、財団旧名である「日本ビフィズス菌センター」の名称を商標で法
的に保護し、ロゴマークは継続使用する、となっていることから、現財団名
「腸内細菌学会」の名称とともに、継続的にその知的財産権を確保としてい
く。また、旧ロゴマークの登録期限が2023年度に満了を迎える機会に合わせ、
現ロゴマークの商標出願を新たに実施したため、2024年度はこの登録について
引き継き対応を行っていく。

事　業　計　画　内　容

現ロゴマークの商標
登録の確認・対応

6月評議員会
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